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地方独立行政法人三重県立総合医療センター中期目標 

 

前 文 

県立総合医療センターは、北勢保健医療圏の中核的な病院として、がん、脳卒中、急

性心筋梗塞などに関する高度医療を提供するとともに、地域医療を支援する病院として

県民に対する医療の確保に貢献してきた。 

 

また、救命救急センター、地域周産期母子医療センター、災害拠点病院（基幹災害医

療センター）、第二種感染症指定医療機関などの機能を有し、診療圏域を越えて本県の

政策医療を提供する重要な役割を担ってきた。 

 

一方、近年、医療を取り巻く環境は、国の医療制度改革などによって医師や看護師の

確保が困難になるなど非常に厳しくなるとともに、医療技術の進歩や疾病構造の変化に

伴い医療ニーズが高度化・多様化するなど、急速に変化している。 

 

このような中、県立総合医療センターは、ＤＰＣ（診断群分類別包括評価）や７対１

看護基準を導入するなど様々な経営改善に努めてきた。しかしながら、今後も刻々と変

化する医療環境に対応し、将来にわたって求められる機能を確実に果たし、県民に良質

で安全・安心な医療を継続的に提供していくためには、経営の責任と権限を明確にし、

より自立性や機動性に優れた運営体制を構築する必要がある。このため、「地方独立行

政法人」に移行することとした。 

 

この中期目標は、県が地方独立行政法人に対して、柔軟かつ効率的な病院運営を行う

ことによって、多くの分野で県内最高水準の医療を提供し、県民や他の医療機関からも

一層信頼される病院になることを求めるものである。 

 

特に、大規模災害の発生等非常時においては、県全体の医療提供体制を確保するため、

県からの要請に応じて的確に対応するなど、セーフティネットの役割を確実に果たすこ

とや、人材育成の機能をさらに充実させ、医師等の不足や偏在という課題の解消に貢献

することを強く求める。 

 

第１ 中期目標の期間 

平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日までの５年間とする。 

 

第２ 県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 

１ 医療の提供 

医療環境の変化や多様化する医療ニーズ等に対応して、県民に良質な医療を提供
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できるよう体制の充実を図り、本県の政策医療の拠点としての役割を担うこと。 

（１）診療機能の充実 

北勢保健医療圏の中核的な病院としての役割を着実に果たすとともに、以下に

掲げる機能の充実について重点的に取り組むこと。 

ア 高度医療の提供 

がん、脳卒中、急性心筋梗塞に対する高度医療など多くの分野で県内最高水準

の医療を提供し、県民から高い評価を受けられる病院をめざすこと。 

特に、がん診療については、地域がん診療連携拠点病院として三重大学医学部

附属病院と連携し、県全体の医療水準の向上に貢献すること。 

 

イ 救急医療 

救命救急センターとして、３６５日２４時間体制で重篤な患者に対応すること。

また、ヘリポートを活用するなど積極的に広域的な対応を行うこと。 

 

ウ 小児・周産期医療 

 小児・周産期医療の提供を確保するため、他の医療機関と連携及び機能分担を

行いながら、地域周産期母子医療センターとしての機能を充実すること。 

 

エ 感染症医療 

感染症指定医療機関、エイズ治療拠点病院としての役割を果たすとともに、新

型インフルエンザ等の新たな感染症に率先して対応すること。 

 

（２）信頼される医療の提供 

診療にあたっては、患者との信頼関係の構築に努め、ニーズを踏まえた最適な医

療を提供すること。 

また、クリニカルパスの導入を推進するとともに、インフォームドコンセントの

徹底やセカンドオピニオンの整備など体制の充実を図り、患者の視点に立って信頼

される医療を推進すること。 

   

（３）医療安全対策の徹底 

 医療事故を未然に防ぎ、患者が安心して治療に専念できる環境を提供するため、

医療安全対策を徹底すること。 

 

（４）患者・県民サービスの向上 

     診察、検査、会計等にかかる待ち時間の改善、プライバシーの確保に配慮した院

内環境の整備、相談体制の充実など、病院が提供するサービスについて患者の利便

性の向上を図ること。 

     また、患者や家族、県民から信頼を得られるよう、職員の意識を高め接遇の向上
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に取り組むこと。 

 

２ 非常時における医療救護等 

大規模災害の発生等非常時には、県全体の医療提供体制を確保するため、県民に対

するセーフティネットの役割を的確に果たすとともに、県外における大規模災害発生

時にも医療救護等の協力を行うこと。 

 

（１）大規模災害発生時の対応 

東海地震、東南海・南海地震など大規模災害発生時には、医療救護活動の拠点

としての機能を担うとともに、災害派遣医療派遣チーム（ＤＭＡＴ）の県内外へ

の派遣など医療救護活動に取り組むこと。 

また、基幹災害医療センターとして、ＤＭＡＴなどの要員の育成や災害医療訓

練を行うなど大規模災害発生時に備えた機能の充実を図ること。 

 

（２）公衆衛生上の重大な危機が発生した場合の対応 

新型インフルエンザ等の新たな感染症が発生した場合には、知事の要請に応え

て患者を受け入れるなど、迅速に対応すること。 

 

３ 医療に関する地域への貢献 

地域医療を支える他の医療機関と密接に連携し支援することにより、地域の医療機

関からも信頼される病院となること。 

 

（１）地域の医療機関との連携強化 

地域連携クリニカルパスの活用など病病連携・病診連携を推進し、県民に適切

な医療を提供できる体制を構築すること。 

 

（２）医師不足等の解消への貢献 

へき地医療拠点病院として、へき地の医療に対する支援体制を充実するととも

に、医師不足の深刻な公立病院に対して医師を派遣するなど、地域の医療提供体

制の確保に貢献すること。 

 

４ 医療に関する教育及び研修 

   医療従事者にとって魅力ある病院となるよう関係機関と連携して教育及び研修の充

実を図ること。また、院内のみならず県内の医療水準の向上が図られるよう医療従事

者の育成を行うこと。 

 

（１）医師の確保・育成 

三重大学等と連携して指導医を確保するとともに、積極的に臨床研修医等を受



 4 

け入れ、優れた医師の育成を行うこと。 

 

（２）看護師の確保・育成  

看護師の確保・定着を図り、質の高い看護が継続的に提供できるよう研修の充

実を図ること。 

 

  （３）コメディカル（医療技術職）の専門性の向上 

 薬剤師、放射線技師、検査技師等の医療技術職について、専門性の向上を図る

ため、研修の充実を図ること。 

 

（４）資格の取得への支援 

専門医、認定看護師など職員の資格取得に向けた支援を行うこと。 

 

（５）医療従事者の育成への貢献 

医学生、看護学生の実習を積極的に受け入れるなど、県内の医療従事者の育成

に貢献すること。 

 

 ５ 医療に関する調査及び研究 

提供する医療の質の向上や県内の医療水準の向上、新たな医療技術への貢献のため、

調査及び研究に取り組むこと。 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

医療サービスの一層の向上と経営基盤の強化を図るため、業務運営の改善及び効率化

を推進すること。 

 

１ 適切な運営体制の構築 

医療環境の変化に柔軟かつ迅速に対応できるよう、運営体制を構築すること。 

 

２ 効果的・効率的な業務運営の実現 

医療環境の変化に応じて職員の配置や予算執行を弾力的に行うなど、効果的・効

率的な業務運営を行うこと。 

 

３ 業務改善に継続して取り組む組織文化の醸成 

すべての職員が病院の基本理念を共有し、継続して業務改善に取り組む組織文化

を醸成すること。 

 

４ 就労環境の向上 

職員が働きやすく、また、働きがいのある病院となるよう、就労環境の向上を図
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ること。 

 

 ５ 人材の確保・育成を支えるしくみの整備 

    人材の確保・育成を支えるしくみを整備し、組織力の向上に向けて、職員一人ひ

とりが、その意欲と能力を最大限発揮できる環境づくりを行うこと。 

 

６ 事務部門の専門性の向上と効率化 

病院経営や医療事務に精通した職員を確保、育成することにより、事務部門の専

門性の向上を図ること。また、業務の継続的な見直しを行い、事務部門の効率化を

図ること。 

 

７ 収入の確保と費用の節減 

 病床利用率の向上、診療報酬制度への適切な対応、診療報酬の請求漏れ防止や未

収金対策の徹底などにより収入の確保を図ること。また、薬品や診療材料の在庫管

理の徹底や、多様な契約手法の検討などにより費用の節減に取り組むこと。 

 

 ８ 積極的な情報発信 

県民の医療に関する意識の向上を図るとともに、運営の透明性を一層確保するた

め、法人の取組や運営状況などを積極的に情報発信すること。 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

医療環境の変化に対応して、良質で満足度の高い医療を安定的、継続的に提供でき

る経営基盤を確立すること。 

そのため、業務運営の改善及び効率化などを進め、中期目標の期間に経常収支比率

１００％以上を達成し、維持すること。 

なお、地方独立行政法人法に基づき、政策医療の提供に必要な経費については、引

き続き県が負担する。 
 

第５ その他業務運営に関する重要事項 

１ 保健医療行政への協力 

  県などが進める保健医療行政の取組に対し積極的に協力すること。 

 

２ 法令・社会規範の遵守 

県民に信頼され、県内の他の医療機関の模範となるよう法令や社会規範を遵守する

こと。 


